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大和市の市外局番は「046」です。

令和6年度就学援助制度
☎（260）5208　学校教育課
経済的な理由により子どもを小・中学校
に就学させることが困難な家庭に、給食
費、学用品費、修学旅行費などの一部を
援助します。対象要件や申請方法は、各
学校または同課へお問い合わせください。

幼児教育・保育の
無償化や助成
☎（260）5640　ほいく課
次の区分の幼児教育・保育サービスの利
用において、①無償化や②～④助成をし
ています／区分▶①子ども・子育て支援
新制度対象施設等（認可保育所、幼稚園、
認定こども園、地域型保育事業）、②子ど
も・子育て支援新制度対象外の幼稚園、
③幼稚園等（幼稚園、認定こども園の幼稚
園部分）の預かり保育、④認可外保育施
設、一時預かり、ファミリーサポートセ
ンター、病児保育／現在利用している場
合▶進級時などに同課と各園から手続き
方法を案内／年度途中の新たな利用▶随
時、同課へ要問い合わせ／来年4月からの
利用▶10月以降に広報やまとなどで案内
予定。※対象など詳しくは、市のホーム
ページをごらんになるか、お問い合わせ
ください。

高校卒業相当年齢までの
子ども医療費を助成
☎（260）5608　こども総務課
大和市に住民登録をし、健康保険に加入
している子が病気やけがなどにより医療
機関を受診した場合、保険診療の自己負
担分を助成しています。助成対象は高校
卒業相当年齢までです（所得制限なし)。助
成を受けるには子ども医療証が必要です。
同医療証の交付申請をしていない人は手
続きをしてください。

はり・きゅう・マッサージ
受療助成券を交付
☎（260）5611　人生100年推進課
対象者1人につき、年間6枚の助成券を交
付します。1枚1,000円分で、医療保険適
用外の治療1回につき1枚のみ使用可。有
効期限は来年3/31（月）です 対 75歳以上
の市内在住者 申マイナンバーカードなど
の本人確認書類（代理人が申請する場合
は、代理人の本人確認書類も）を持参し、
保健福祉センター人生100年推進課また
は各分室・連絡所へ直接。※各分室・連
絡所での申請、親族以外の代理人による
申請の場合は、後日同券を本人へ郵送。

交通安全協会員の優良運転者表彰
☎（260）5118　道路安全対策課
大和綾瀬交通安全協会は、優良運転者を
表彰します。該当する人は申請してくだ
さい 対同協会員で15年・20年以上無事
故・無違反の人 費 670円（無事故等証明
書交付手数料）持運転免許証、会員証、認
め印 申 5/17（金）までに直接同協会（大和
警察署敷地内）へ（土・日曜日、祝日を除
く9：00～16：00）問大和綾瀬交通安全協
会☎（263）6710。

浄化槽設置替えに補助金を交付
☎（260）5106　生活環境保全課
生活排水による河川の汚染を防止するた
め、下水道が整備されていない市街化調
整区域の居住者が、単独処理浄化槽また
はくみ取り式便槽から合併処理浄化槽へ
の設置替えをする際の経費に対し、補助金
を交付。詳しくは市のホームページをご
らんになるか、お問い合わせください。

総合型地域スポーツクラブの
団体登録を受け付け
☎（260）5763　スポーツ課
総合型地域スポーツクラブの活動や創設
に対する補助金（いずれも1団体当たり年
間上限50万円）の交付を希望する団体の
登録を受け付けます 対大和市総合型地域
スポーツクラブ登録制度に登録している
以下の団体／市内の非営利の同クラブ、
同クラブの創設に向けて設立準備委員会
を設立するなど具体的な準備をしている
団体。※条件や応募期間など、詳しくは

市のホームページをごらんになるか、お
問い合わせください。

認知症カフェ運営費を補助
☎（260）5612　人生100年推進課
認知症の人や家族、地域住民など誰もが
気軽に集い交流できる「認知症カフェ」
を運営する団体に、運営費の一部を補助
します 対次のすべてに該当する団体／市
内に10人以上が活動できる屋内の拠点が
ある／1回当たり2時間程度の「認知症カ
フェ」を年6回以上開催する／3人以上の
従事者を確保し、このうち1人以上は認知
症の人やその家族からの相談に対応でき
る人（看護師、社会福祉士など）である／
営利を目的としていない／補助金額▶1
回1万円（年間上限12万円／団体）。申し
込み方法など詳しくは、同課で配布する
交付事業の手引きまたは市のホームペー
ジをごらんください。

生産緑地地区の新規指定の相談
☎（260）5443　街づくり計画課
生産緑地地区の新規指定の相談を受け付
けています 対市街化区域内に農地を所有
し、生産緑地地区の指定を希望する人 申

電話で。

生活環境保全課からのお知らせ
☎（260）5106　生活環境保全課
スズメバチの巣の駆除・防護服の貸し出
し▶市は、居住用の敷地内に営巣されたス
ズメバチの巣を無料で駆除しています。ま
た、はち防護服の貸出制度もあります。駆

除制度やはちの種類の見分け方は、市の
ホームページなどをごらんください／光
化学スモッグにご注意を▶光化学スモッ
グは、気温が高く風の弱い日に発生しやす
く、目がチカチカする、息苦しい、頭痛が
するなどの症状が出ることがあります。
光化学スモッグ注意報が発令されたら、
屋外での激しい運動は避け、症状を感じた
ときは、うがいや洗眼をして室内で安静に
しましょう／ PM2.5にご注意を▶PM2.5
の高濃度予報などが発表されたら、次のこ
とに注意してください。不要不急の外出や
屋外での長時間の激しい運動をできるだ
け減らす。呼吸器系・循環器系疾患があ
る人、子ども、高齢の人などは、体調に応
じてより慎重に行動する。※光化学スモッ
グ注意報やPM2.5の高濃度予報などは防
災行政無線などでお知らせしています。

自治会活動で住みよい地域に
☎（260）5162　生活あんしん課
自治会は、地域をより快適で住みよい街
にすることを目的に活動する任意団体で
す。防災・防犯活動やリサイクルステー
ションの管理、交通安全活動などを実施
しています。自治会に加入することで地
域住民との交流が深まり、災害時に助け
合えるほか、空き巣防止などの防犯対策
にもつながります。自治会の活動にご参
加、ご協力をお願いします／自治会への

加入方法▶お住まいの地域の自治会長・
役員または大和市自治会連絡協議会☎
（260）5130へお問い合わせください。市
のホームページから電子申請も可。

展示会などの出展費用を補助
☎（260）5135　産業活性課
市内の中小企業が、国内外の展示会など
に単独で出展する経費の一部を補助／補
助金額▶出展料や装飾費用などの経費の
2分の1（上限10万円）対 市内で1年以上
事業を営む中小企業、または市内に1年以
上居住し、市内で1年以上事業を営む個人
事業主 申展示会開催の2週間前までに、必
要書類を直接市役所産業活性課へ。

大和市勤労者生活資金融資制度
☎（260）5135　産業活性課
市内在住の勤労者を対象とした生活資金
融資制度をご利用ください 対市税等に滞

納がなく、同一事業所に1年以上勤務する
市内在住者（総融資枠の範囲内で先着順）
／資金使途▶①教育費、②医療費、③冠
婚葬祭費、物品費（④自動車購入費、⑤そ
れ以外）、⑥増改築費／融資限度額▶500
万円／年利率▶①④⑥1.0㌫、②③⑤2.0
㌫。※別途保証料が利率に上乗せされま
す。※金融機関で所定の審査があります
／返済期間▶10年以内 申中央労働金庫
座間支店☎（255）1155へ要問い合わせ。

住まい探し相談会
☎（260）5422　街づくり総務課
高齢の人、障がい者のいる世帯の住宅探
しの相談 日毎月第2火曜日13：30～16：
00 場保健福祉センター 対高齢者、障がい
者のいる世帯 申電話で（公社）かながわ住
まいまちづくり協会☎045（664）6896
へ。※同協会では、不動産店の案内、入
居後の安否確認なども実施しています。

①②普通救命講習Ⅰ、③④普通救命講習Ⅲ（小児・乳児の心肺蘇
そ

生法とAED使用
法）、⑤上級救命講習、⑥応急手当普及員再講習／いずれも 場市消防本部 対市内
在住・在勤者（⑥は応急手当普及員認定者）定各先着①②16人、③④⑤12人、⑥8
人 持筆記用具、実技ができる服装で。⑤は昼食、⑥は応急手当普及員
認定証も 申各締切日までに電子申請で(右のコードを読み取り「救命」
で検索)。※人数が少ない場合は、中止することがあります。※専用
駐車場はありません。

☎（260）5751　救急救命課 3㌽

講習会名 日　時 申し込み
締切日講　義 実　技

普通救命Ⅰ
①5/14（火） 要ウェブ講習※ 13：30～15：30 5/ 7（火）
②5/15（水） 9：00～10：00 10：10～12：00 5/ 8（水）

普通救命Ⅲ
③5/13（月） 13：30～14：30 14：40～16：30 5/ 6（祝）
④5/16（木） 要ウェブ講習※ 9：00～11：00 5/ 9（木）

上級救命 ⑤5/17（金） 9：00～17：00 5/10（金）
普及員再講習 ⑥5/20（月） 13：30～16：30 5/13（月）

5月の救命講習会

※パソコンやスマートフォンなどで事前学習が必須。日時は任意。

マークはヤマトン健康ポイント対象事業です。詳しくは健康づくり推進課☎（260）5803へ。

皆さんの温かい心をありがとう
ございました。� （敬称略）

◆市への寄附455万6,470円
（このうち返礼品の贈呈を伴うもの97件・188万9,000円）
問☎（260）5302　政策総務課（寄附の詳細は、各担当課をご案内します）
大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例に基づく市民活動の推進に関する事
業へ◇佐野誠一／青少年の健全育成に関する事業へ◇（一社）大和青年会議所代表理
事　古谷田高穂／保健福祉の充実に関する事業へ◇木曽進、匿名1件／生涯学習の
振興に関する事業へ◇原京子／その他目的達成のために市長が必要と認める事業へ
◇日本モレックス（同）、田村敦

あつ

、横浜幸銀信用組合大和支店支店長　成田隆行、相
澤武／令和6年能登半島地震に伴う災害支援代理寄附・富山県高岡市へ◇若杉由美
子、杉浦健

たけ

純
よし

、松永由佳、石井絵美、橋本吉宣、後藤公太郎、亀井源太郎、上木邦
彦、匿名29件。
※大和市寄附条例に基づき受け入れた寄附金、財産、物品については、市のホーム
ページでも公開しています。

◆大和市社会福祉協議会への寄附金228万8,155円、寄託品63件
（このうち手作り品収入23件・20万3,687円、災害義援金151万9,839円）
問☎（260）5633　同協議会総務課
社会福祉のために◇鹿子嶋マサ子、ミドリカフェ持ち寄りマーケット、藤田勉、藤
本直江、（学）高座学園高座みどり幼稚園、イトーヨーカドー労働組合大和鶴間支部、
カンバーランド長老キリスト教会高座協会、（有）太田屋、信法寺、（一社）生命保険協
会神奈川県協会、JAさがみさわやか倶楽部大和地区、匿名2件／障がい者福祉のた
めに◇岡田稔／指定寄付◇池田十

そ う ご

吾、匿名1件／その他◇絆小屋との協働（南林間た
すけあいセンター、大和市子連、認定NPO法人地域家族しんちゃんハウス、福田北
地区社協、市社協、中央地区支え合いセンター、カフェスプンティーノ、セブンイ
レブン大和鶴間1丁目店、鶴間駅前郵便局、マツバ、相模大塚駅前郵便局、南大和郵
便局、ワークスケア千本桜、柳橋郵便局、（有）太田屋、下鶴間郵便局、上草柳郵便
局、セブンイレブン大和東1丁目店、ここさぽ、南林間六郵便局）／令和6年能登半
島地震災害義援金（共同募金会を通じて送金）◇大和市スカウト連絡協議会、上草柳
地区社協、佐竹芳夫、コトーえん友会、「ふみ」お客様一同、福田北地区社協、中央
地区社協常任理事一同、鈴木敏子、稲田こと、匿名1件。
※寄附金・寄託品の情報は、社協だよりと社協ホームページに掲載しています。

1/1～31 　善　意　の　心

毎月最終日曜日に、身近な公共の場
所を地域ぐるみで清掃する「例月ま
ち並み清掃」を実施しています／ボラ
ンティア袋の配布▶公共の場所のボ
ランティア清掃ごみの排出にのみ使
用できます。申し込みは同課または
廃棄物対策課☎(269)7343へ／ボ
ランティアごみの出し方▶枝はひも
で束ねて、雑草は透明のボランティ
ア袋に入れてください。それ以外の
ごみは燃やせるごみと燃やせないご
みに分別して、緑色のボランティア
袋に入れてください。自治会の一斉
清掃などで大量にごみを出すとき
は、透明のボランティア袋を使用し、
ごみの回収について事前に同課へご
連絡ください／出せないごみ▶側溝
の土砂、テレビなどの家電、乗り物、
消火器、タイヤ、バッテリーなど。

「ボランティア清掃」に
ご協力を

☎（260）5498　生活環境保全課




